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料

報
告
2

風
土
的
自
然
法
と
法
実
証
主
義
批
判

|
|
黄
山
徳
と
李
恒
寧
の
法
哲
学
を
中
心
に
し
て
l

l

資

こ
の
研
究
報
告
は
、
白
韓
日
共
同
研
究
の
主
題
「
東
ア
ジ
ア
文
化
と
近

代
法
」
の
下
に
、
〈
日
本
側
か
ら
の
韓
日
法
哲
学
の
比
較
研
究
〉
の
一
環

と
し
て
行
わ
れ
る
研
究
課
題
を
取
り
扱
う
も
の
で
、
現
段
階
に
お
け
る
問

題
点
の
指
摘
に
過
ぎ
な
い
。

序
問
題
の
所
在

現
代
法
哲
学
の
課
題
の
一
つ
に
、
法
実
証
主
義
と
自
然
法
論
の
緊
張
関

係
を
い
か
に
克
服
す
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
「
法
の
妥
当
根

拠
」
を
め
ぐ
る
問
題
、
即
ち
、
法
の
規
範
的
拘
束
力
は
、
い
か
な
る
根
拠

に
基
づ
い
て
生
ず
る
か
と
い
う
問
題
は
、
例
え
ば
、

ラ

l
ト
ブ
ル
ッ
フ

鈴

有文

夫

木

(の・悶白色町『

5F)
の
「
実
定
法
の
不
法
と
実
定
法
を
超
え
る
法
」
(
の
2
巾円
N
I

一
月
宮
∞
己

R
2
Z
E
E
S巾「四
3
2
N
-
E
-
g
河
町
門
戸
早
品
。
)
と
題
す
る
論
文

に
よ
く
研
究
し
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
法
超
越
的
正
義
に
よ
る

法
内
在
的
正
義
へ
の
挑
戦
は
、
今
日
に
お
い
て
も
、
法
治
国
家
の
仮
面
を

被
っ
た
独
裁
体
制
ゃ
、
実
定
法
の
不
法
(
悪
法
)
に
依
拠
す
る
国
家
権
力

の
濫
用
に
対
し
て
も
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
九
一

O
年
〈
韓
日
併
合
〉
以
来
、
日
本
は
、
三
六
年
間
の
長
き
に
亘

り
朝
鮮
を
植
民
地
と
し
て
統
治
し
た
。
そ
し
て
、
植
民
地
統
治
法
を
も
っ

て
朝
鮮
民
族
が
天
皇
の
臣
民
と
な
る
よ
う
に
〈
皇
民
化
〉
政
策
を
徹
底
し
、

儒
教
文
化
の
伝
統
を
も
っ
朝
鮮
民
族
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
儒
教
文
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化
の
保
守
的
、
伝
統
的
、
権
威
的
な
性
格
を
も
っ
近
代
朝
鮮
社
会
は
、
植

民
地
統
治
の
受
け
皿
と
な
っ
て
、
そ
の
法
制
度
の
下
で
次
第
に
官
僚
主
義

的
な
も
の
に
変
質
し
、
独
裁
政
治
が
育
ま
れ
る
温
床
と
な
っ
た
。
一
九
四

五
年
以
降
も
植
民
地
統
治
の
残
浮
は
消
え
ず
、
「
六
・
二
九
民
主
宣
言
」

以
降
、
現
在
の
第
六
共
和
国
に
入
っ
て
、
よ
う
や
く
残
浮
の
消
去
作
業
が

進
め
ら
れ
、
法
治
国
家
憲
法
の
機
能
も
回
復
し
、
自
由
な
民
主
主
義
国
家

を
目
途
と
し
た
法
改
革
が
活
気
づ
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
韓
国
を
代
表
す
る
二
人
の
法
哲
学
者
、
即
ち
、
論
理
実
証

主
義
に
立
脚
す
る
黄
山
徳
著
『
法
哲
学
講
義
』
(
一
九
七
三
年
、
第
三
訂
版
、

八
三
年
、
第
四
訂
版
)
と
、
風
土
的
自
然
法
を
展
開
す
る
李
恒
寧
著
『
法

哲
学
概
論
』
(
一
九
七
四
年
、
再
改
定
版
)
を
比
較
し
つ
つ
、
両
著
に
展

開
さ
れ
る
「
法
の
効
力
論
」
を
探
り
、
そ
れ
が
民
主
的
な
法
治
国
家
の
建

設
に
寄
与
し
得
る
か
否
か
、
更
に
、
人
権
を
尊
重
す
る
法
制
へ
の
改
革
に

貢
献
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
か
否
を
問
う
も
の
で
あ
る
。

東アジア文化と近代法

二
韓
国
伝
統
の
儒
教
的
文
化
規
範

礼
治
主
義
の
韓
国
伝
統
の
儒
教
社
会
は
、
植
民
地
統
治
の
受
け
皿
と
し

て
利
用
さ
れ
た
。
朝
鮮
王
朝
五

O
O年
の
儒
教
社
会
は
、
要
す
る
に
、
ρ

礼
μ

と
い
う
人
倫
秩
序
の
下
で
、
家
族
社
会
に
お
い
て
は
父
母
に
献
身
的
に
仕

え
る
子
の

ρ

孝
u

が
、
集
団
社
会
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、
専
ら
地
主
の

た
め
に
働
く
小
作
人
の

ρ
義
M

が
、
国
家
社
会
に
お
い
て
は
、
君
主
に
服

従
す
る
国
民
の

n
忠
μ

が
、
そ
の
道
徳
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
人
倫

秩
序
の
根
底
に
は
、
上
下
・
主
従
を
結
ぶ

H

信
μ

が
存
在
し
た
の
で
、
結

局、

H

礼
u

は

n
信
M

と
い
う
徳
目
を
背
景
に
、
伝
統
的
儒
教
規
範
と
し

て
育
ま
れ
、
家
父
長
的
家
族
制
度
の
根
幹
で
あ
っ
た
。

儒
教
規
範
を
尊
ぶ
現
代
の
韓
国
社
会
に
お
い
て
、

H

孝
u

は
子
の
父
母

に
対
す
る
自
然
の
親
愛
と
尊
敬
の
念
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

家
長
で
あ
る
尊
属
と
卑
属
の
上
下
・
主
従
の
関
係
が
強
調
さ
れ
る

H

孝
μ

と
い
う
規
範
は
、
今
日
、
韓
国
刑
法
に
お
い
て
「
尊
属
殺
人
重
罰
規
定
」

(
第
二
五

O
条
第
二
項
)
と
し
て
法
規
範
化
さ
れ
て
い
る
。
「
尊
属
暴
行
」

(
第
二
六

O
条
第
二
項
)
、
「
尊
属
遺
棄
」
(
第
二
七
一
条
第
二
項
)
、
「
尊
属

虐
待
」
(
第
二
七
三
条
)
、
「
尊
属
監
禁
」
(
第
二
七
六
条
第
二
項
)
を
犯
罪

と
し
て
処
罰
す
る
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
時
に
、
「
離
婚
事
由
」
の
一

つ
に
「
配
偶
者
の
直
系
尊
属
を
甚
し
く
不
当
に
虐
待
し
た
と
き
」
(
民
法

第
八
四

O
条
)
が
定
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
韓
国
民
法
の
特
色
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。
た
だ
儒
教
規
範
に
お
い
て
個
人
は
、
こ
の
人
倫
の
受
動
的
な
服

従
な
い
し
奉
仕
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
民
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
、
「
自

由
」
や
「
人
権
」
と
い
う
法
意
識
は
希
薄
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

玄
勝
鍾
博
士
は
、
論
文
「
韓
国
の
伝
統
的
な
法
と
西
欧
近
代
法
と
の
関
係
」

(
一
九
七
五
年
)
の
な
か
で
、

N

礼
μ

規
範
の
も
つ
調
整
作
用
の
功
罪
を
明

北法44(4・229)907



料

ら
か
に
し
て
、
今
日
の
韓
国
に
お
い
て
、
い
ま
な
お
裁
判
に
よ
ら
な
い
紛

争
処
理
が
行
わ
れ
て
い
る
現
状
を
、
「
社
会
に
お
け
る
個
人
の
自
由
な
る

人
格
発
達
」
を
阻
害
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

資

植
民
地
統
治
の
残
浮
と
権
威
的
な
官
僚
主
義
法
制

植
民
地
統
治
は
、
朝
鮮
の
伝
統
の
儒
教
文
化
を
有
利
に
存
続
さ
せ
、
臣

民
的
な
統
治
文
化
を
育
て
た
。
即
ち
、
日
本
は
、
当
時
の
封
建
的
な
社
会

関
係
、
例
え
ば
、
両
班
と
奴
婚
の
主
従
関
係
を
、
儒
教
の
か
義
H

に
い
う

〈
保
護
と
報
恩
〉
関
係
と
し
て
温
存
さ
せ
た
ま
ま
、
こ
れ
を
農
園
主
と
小

作
人
等
の
労
使
関
係
に
再
編
成
し
、
朝
鮮
総
督
を
君
、
主
な
い
し
国
主
的
人

格
と
し
て
擬
制
化
し
て
、
人
々
に
封
建
的
統
治
観
念
を
扶
植
し
、
こ
れ
を

畏
敬
す
る
よ
う
に
仕
向
け
た
と
言
え
よ
う
。
朝
鮮
総
督
の
植
民
地
政
策
と

そ
の
法
律
に
服
す
る
こ
と
は
、
儒
教
的
価
値
観
か
ら
み
れ
ば
、
総
督
が
朝

鮮
人
を
慈
し
み
、
豊
か
な
生
活
を
保
障
し
て
く
れ
る
こ
と
へ
の
〈
信
頼
〉

以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
だ
が
、
一
つ
「
土
地
調
査
事
業
」

(
一
九
二
一
年
)
を
見
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
法
律
に
従
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
先
祖
伝
来
の
土
地
を
失
っ
た
農
民
は
、
日
本
人
が
経
営
す
る

農
園
主
に
隷
属
す
る
小
作
人
の
地
位
に
陥
れ
ら
れ
た
。
農
園
主
と
小
作
人

の
主
従
の
関
係
は
、
儒
教
の

H

信
u

に
基
づ
く
〈
保
護
と
報
恩
》
の
関
係

で
は
な
く
、
実
は
、
搾
取
を
目
的
と
し
た
〈
支
配
と
服
従
〉
の
関
係
に
過

ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
土
地
調
査
令
」
は
、
正
に
、
保
護
者
の
仮
面

を
被
っ
た
支
配
者
の
命
令
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な

い
。
こ
の
よ
う
な
総
督
府
支
配
の
法
体
制
は
、
朝
鮮
伝
来
の
家
父
長
的
風

土
の
中
で
権
威
主
義
か
っ
官
僚
主
義
的
な
法
体
制
と
し
て
成
長
し
、
朝
鮮

の
人
々
は
君
臨
す
る
総
督
の
臣
民
と
し
て
、
統
治
の
客
体
ま
た
は
手
段
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
日
本
人
官
僚
を
中
心
と
し
た
植
民
地
支
配
体
制
の
下

で
、
総
督
府
は
、
朝
鮮
王
朝
の
部
下
で
あ
っ
た
一
部
の
貴
族
、
雨
班
、
大

地
主
等
の
上
層
を
懐
柔
し
て
、
植
民
地
体
制
の
上
層
支
配
階
層
と
し
て
受

け
入
れ
る
施
策
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
、
朝
鮮
人
に
下
級
官
僚
と
し
て
〈
出

世
〉
す
る
道
を
開
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
施
策
は
、

北法44(4・230)908

下
層
の
者
で
あ
っ
て
も
植
民
地
政
策
を
自
ら
受
け
入
れ
、
総
督
に

N

忠
H

を
尽
く
す
こ
と
を
す
れ
ば
、
〈
出
世
〉
で
き
る
と
い
う
臣
民
的
官
僚
主
義

を
育
み
、
実
際
に
、
植
民
地
統
治
法
を
駆
使
し
て
同
族
を
支
配
す
る
こ
と

を
〈
出
世
》
と
み
る
民
族
的
悲
劇
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

官
尊
民
卑
の
思
想
は
、
時
の
権
力
者
に
迎
合
す
る
思
想
を
育
て
、
そ
れ
が

残
淳
と
な
っ
て
、
封
建
的
な
官
僚
意
識
を
醸
成
す
る
温
床
と
な
っ
た
。
も

し
、
今
日
の
韓
国
に
国
民
に
よ
る
国
政
批
判
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

ぷ
少
を
信
条
と
す
る
官
僚
の
「
上
意
下
達
」
的
思
想
と
無
関
係
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
。
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さ
て
周
知
の
如
く
、
樋
民
地
統
治
法
の
最
た
る
も
の
は
「
治
安
維
持
法
」

(
一
九
四
一
年
法
律
第
五
四
号
)
で
あ
る
。
天
皇
制
国
家
秩
序
で
あ
る
「
国

体
」
守
護
を
目
的
と
し
た
こ
の
治
安
法
は
、
抗
日
独
立
運
動
等
を
行
い
「
国

体
」
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
者
ゃ
、
こ
れ
を
目
的
と
す
る
結
社
行
為
は
、

す
べ
て
危
険
な
行
為
と
し
て
処
罰
の
対
象
と
し
た
。
そ
の
た
め
「
朝
鮮
思

想
犯
保
護
観
察
令
」
(
一
九
三
六
年
)
お
よ
び
「
朝
鮮
思
想
犯
予
防
拘
禁
令
」

(
一
九
四
一
年
)
を
施
行
し
て
、
人
々
の
「
表
現
の
自
由
」
や
「
政
治
活

動
の
自
由
」
を
事
前
に
厳
し
く
制
限
し
た
の
で
あ
る
。
解
放
後
に
立
法
さ

れ
た
「
社
会
安
全
法
」
等
は
、
「
治
安
維
持
法
」
と
極
め
て
酷
似
し
た
性

格
を
も
っ
治
安
法
で
あ
り
、
植
民
地
統
治
の
遺
制
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
、
国
家
と
国
民
と
の
関
係
に
儒
教
規
範
の
か
忠
H

と
H

信
H

が
掲

げ
ら
れ
、
法
制
定
者
の
H

信
M

が
法
服
従
者
の
H

申
U
H

に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
る
社
会
を
想
定
し
よ
う
。
も
し
、
特
定
の
政
治
的
意
図
を
持
っ
た

権
力
者
が
出
現
し
、
そ
の
支
配
体
制
を
正
当
化
す
る
理
論
操
作
の
た
め
に
、

こ
の
儒
教
の
徳
目
が
悪
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
独
裁
政
治
へ
の
危
倶
が
生

じ
は
し
な
い
か
。
儒
教
の
徳
目
を
弄
ぶ
権
力
者
と
そ
の
官
僚
が
強
調
す
る

「
法
律
は
法
律
で
あ
る
」
と
い
う
言
辞
は
、
支
配
体
制
へ
の
H

忠
u

の
強

要
に
外
な
ら
な
い
。
前
掲
の
「
治
安
維
持
法
」
と
酷
似
し
た
効
力
を
有
す

る
「
社
会
安
全
法
」
は
、
一
方
で
、
権
力
者
に
対
す
る
反
体
制
運
動
の
規

制
に
は
大
き
な
威
力
を
発
揮
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
決
し
て
法
制
定
者
に
対

す
る
H

信
u

を
育
ま
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
植
民
地
統
治
の
残
浮
の
下

で
、
法
制
定
者
が
叫
ぶ
「
法
的
安
定
性
」
の
主
張
は
、
徳
治
主
義
国
家
体

制
へ
の
傾
斜
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

黄
山
徳
の
「
棄
却
可
能
な
実
定
法
」
と
「
民
強
論
」

さ
て
、
黄
山
徳
博
士
(
以
下
敬
称
略
)
は
、
そ
の
著
書
『
法
哲
学
講
義
』

に
お
い
て
、
ラ
ッ
セ
ル
(
悶
=
回
目
己
)
や
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
(
者

Ei

岡
市

5
5ロ
)
、
ケ
ル
ゼ
ン
(
穴
己
完
ロ
)
、
仏
哲
龍
樹

(
Z
お
怠

E
と
か
ら
影
響

を
受
け
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
法
実

証
主
義
は
、
本
来
、
法
治
主
義
の
能
児
と
し
て
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
実

際
に
は
、
法
を
破
壊
す
る
独
裁
政
治
の
侍
僕
に
転
向
し
て
し
ま
っ
た
。
果

た
し
て
、
法
の
名
称
で
行
わ
れ
る
独
裁
の
出
現
を
法
理
論
を
以
て
防
ぐ
方

法
は
な
い
も
の
か
。
こ
の
矛
盾
と
悲
劇
を
ど
う
す
れ
ば
解
決
で
き
る
か
、

現
代
法
哲
学
の
根
本
問
題
は
こ
こ
に
あ
る
、
と
。

黄
山
徳
は
、
第
一
九
章
の
「
現
代
独
裁
論
」
お
よ
び
論
文
「
法
と
独
裁
」

(
一
九
六
三
年
)
の
中
で
、
「
法
の
立
法
過
程
」
、
「
法
の
適
用
過
程
」
、
「
法

の
融
通
性
」
に
み
ら
れ
る
非
合
理
的
要
素
を
指
摘
し
て
、
そ
こ
に
法
が
独

裁
政
治
の
道
具
と
さ
れ
る
素
地
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
黄

山
徳
は
言
、
っ
。
ま
ず
「
法
の
立
法
過
程
」
に
お
い
て
、
国
会
議
員
に
立
候

四
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補
す
る
者
は
、
前
近
代
的
な
〈
派
閥
〉
に
所
属
し
て
金
権
選
挙
に
明
け
暮

れ
、
そ
し
て
当
選
し
た
場
合
は
、
派
閥
の
首
領
、
党
の
首
脳
部
の
指
示
通

り
に
挙
手
す
る
よ
う
に
強
要
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
国
会
議
員
は
、
そ
の

国
家
が
外
見
上
は
民
主
政
体
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
る
た
め
の
一
つ

の
装
飾
物
に
過
ぎ
な
い
。
次
い
で
、
「
法
の
適
用
過
程
」
で
は
、
法
律
の

条
文
に
表
れ
た
「
言
語
」
の
抽
象
性
が
、
法
執
行
者
の
私
的
判
断
の
介
入

を
許
し
、
法
執
行
権
者
の
政
治
的
裁
量
、
す
な
わ
ち
「
法
の
融
通
性
」
の

問
題
を
発
生
さ
せ
る
。
独
裁
を
夢
見
る
政
治
家
に
と
っ
て
法
律
は
、
彼
ら

の
非
合
理
的
な
暴
力
政
治
を
法
治
の
名
を
以
て
掩
蔽
す
る
こ
と
の
で
き
る

貴
重
な
装
飾
物
と
し
て
登
場
す
る
、
と
一
言
守
7
0

し
か
し
、
法
律
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
立
法
さ
れ
、
如
何
に
解
釈

さ
れ
適
用
さ
れ
よ
う
と
も
、
法
実
証
主
義
に
お
い
て
は
、
何
が
「
法
」
で

あ
る
か
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
黄
山
徳
は
「
法
に
お
け
る
言

語
」
を
論
理
実
証
主
義
に
基
づ
い
て
精
綴
に
分
析
し
た
後
、
《
法
律
は
国

民
に
よ
っ
て
棄
却
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
〉
と
説
く
「
民
強
論
」
を
提

唱
す
る
の
で
あ
る
。
著
書
巻
末
の
寸
付
録
」
で
は
、
お
お
よ
そ
次
の
通
り

記
し
て
い
る
。
法
の
適
用
が
な
さ
れ
る
訴
訟
過
程
に
お
い
て
、
如
何
な
る

判
決
が
下
り
る
か
は
、
実
際
に
は
、
原
告
と
被
告
が
い
か
に
攻
撃
し
、
ど

う
防
御
し
た
か
、
こ
れ
に
決
定
的
に
依
存
し
、
「
偶
然
」
が
事
を
決
す
る
。

訴
訟
過
程
で
用
い
ら
れ
る
「
言
語
」
は
、
そ
こ
で
主
張
さ
れ
た
内
容
と
反

資

対
の
事
実
が
立
証
さ
れ
れ
ば
、
い
つ
で
も
獲
さ
れ
る
可
能
性
を
内
包
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
実
定
法
規
に
み
ら
れ
る
権
利
や
義
務
等
に

関
す
る
命
題
も
、
必
ず
し
も
「
事
実
」
を
記
述
す
る
命
題
と
は
一
言
え
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
判
決
や
実
定
法
規
の
命
題
は
、
反
対
事
実
が
立
証
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
で
も
「
棄
却
さ
れ
る
可
能
性
」
を
内
包
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
の
程
度
「
棄
却
」
さ
せ
ら
れ
る
か
は
、
一
般
国

民
が
い
か
に
強
い
か
に
因
る
。
黄
山
徳
は
『
法
哲
学
講
義
』
第
四
訂
版
に

お
い
て
、
「
国
民
が
真
に
保
護
さ
れ
る
た
め
に
は
、
実
定
法
規
を
真
正
面

か
ら
活
用
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民
が
〈
法
}
の
活
用
を
疎
か
に

し
た
場
合
に
は
、
権
力
者
の
専
断
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
民
主

主
義
は
付
与
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
勝
ち
取
る
も
の
で
あ
る
L

と
結
ん
で

い
る
。

北法44(4・232)910 

黄
山
徳
に
と
っ
て
、
民
主
主
義
と
法
治
主
義
の
程
度
は
、
国
民
が
ど
れ

だ
け
強
い
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
国
民
が
強
い
場
合
に
は
、
国
民
は

実
定
法
規
を
よ
く
活
用
し
て
、
相
手
の
不
法
な
要
求
を
斥
け
る
。
反
対
に
、

国
民
が
弱
い
場
合
に
は
、
実
定
法
規
は
独
裁
者
の
政
治
の
道
具
と
化
し
、

独
裁
の
口
実
と
し
て
悪
用
さ
れ
る
。
黄
山
徳
は
、
こ
の
立
場
を
寸
民
強
論
」

と
称
し
て
い
る
。
思
う
に
、
こ
の
主
張
は
、
規
範
論
理
主
義
的
考
察
を
深

め
た
ケ
ル
ゼ
ン
が
、
そ
の
著
『
自
然
法
論
と
法
実
証
主
義
の
哲
学
的
基
礎
』

(Uお
古

E
Z由
。
三
回
岡
田
円

Fmロ
の
『
巴
ロ
色
白
岡
巾
ロ
島
内
吋

Z白
吉
『
『
巾
円

F
Z
Z
F『
巾
ロ
ロ
品
島
内
回



河内円
z
g
u
o∞
庄
三
回
目

5
・
5
N∞
)
に
お
い
て
「
根
本
規
範
は
あ
る
意
味
に
お

い
て
力
が
法
に
転
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
観
点
に
回
帰
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

東アジア文化と近代法

李
恒
寧
|
|
「
風
土
的
自
然
法
」
と
「
法
の
効
力
根
拠
と
し
て
の
信
」

李
恒
寧
著
『
法
哲
学
概
論
』
は
四

O
O頁
余
に
及
ぶ
大
著
で
あ
る
。
従

っ
て
、
以
下
に
述
べ
る
素
描
は
、
雄
大
な
〈
法
哲
学
の
風
土
的
方
法
と
世

界
史
的
構
造
論
〉
の
「
九
牛
の
一
毛
」
程
度
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

李
恒
寧
博
士
(
以
下
敬
称
略
)
は
、
ま
ず
第
一
一
編
寸
法
哲
学
の
方
法
」

の
中
で
、
「
法
の
世
界
史
性
と
類
型
」
と
「
法
の
風
土
的
性
格
と
法
哲
学

の
方
法
」
に
つ
い
て
述
べ
、
「
風
土
は
一
種
の
自
然
で
あ
る
。
風
土
は
環

境
が
主
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
人
種
が
客
観
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
人
種
を
主
体
的
に
転
用
で
き
る
環
境
が
な
け
れ
ば
歴
史
は
な
い
。
社

会
現
象
と
し
て
の
法
は
風
土
的
存
在
で
あ
る
」
。
そ
し
て
法
哲
学
課
題
は
、

特
殊
な
国
家
と
特
殊
な
民
族
を
、
普
遍
的
世
界
史
に
連
結
す
る
存
在
と
し

て
認
識
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
風
土
的
類
型
法
」
と
し
て
把
握
す
る
こ
と

で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

五

こ
う
し
て
李
恒
寧
は
、
世
界
の
風
土
類
型
を
「
東
方
世
界
」
、
「
西
方
世

界
」
、
「
中
方
世
界
」
に
分
け
、
我
々
が
生
活
し
て
い
る
東
ア
ジ
ア
を
「
法

の
類
型
と
し
て
の
東
方
世
界
」
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
李
恒
寧
は
、
法
の

類
型
と
し
て
の
「
風
土
的
自
然
法
」
は
、
世
界
史
的
普
遍
性
を
有
し
つ
つ

進
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
シ
ユ
タ
ム
ラ

l
(河・

ω
E
g
g
-巾
『
)
が
掲
げ
た
、

〈
特
殊
な
も
の
を
内
包
し
な
が
ら
普
遍
的
な
も
の
を
志
向
す
る
法
〉
、
つ
ま

り
「
内
容
可
変
の
自
然
法
」
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
、
と
説
く
。

こ
の
「
法
の
世
界
史
的
普
遍
性
」
の
進
化
の
過
程
を
、
李
恒
寧
は
、
更

に
、
「
古
代
世
界
」
、
「
中
世
世
界
」
、
「
近
代
世
界
L

、
「
現
代
世
界
」
と
四

つ
に
時
代
区
分
す
る
。
そ
れ
で
は
、
我
々
の
「
東
方
世
界
」
は
、
ど
の
よ

う
な
も
の
か
。
東
方
の
古
代
は
「
農
耕
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の

自
然
法
」
を
も
っ
た
世
界
で
あ
り
、
中
世
は
「
儒
教
を
法
理
念
と
す
る
郡

県
社
会
」
で
あ
り
、
近
代
は
「
民
族
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
道

義
法
」
を
も
っ
た
世
界
で
あ
り
、
現
代
は
「
平
和
的
法
理
念
を
有
す
る
人

倫
社
会
L

で
あ
る
、
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
現
代
世
界
」
の
朝
鮮
で
は
、

儒
・
仏
・
道
を
総
合
し
て
「
東
学
」
を
創
建
し
た
崖
水
雲
一
等
に
よ
っ
て
、

人
間
の
尊
厳
性
と
万
民
平
等
の
「
人
乃
天
主
義
」
が
主
張
さ
れ
、
官
僚
主

義
と
日
本
帝
国
主
義
に
抵
抗
す
る
思
想
が
育
ま
れ
た
。
こ
の
社
会
で
は
、

家
、
民
族
、
国
家
を
貫
く
自
然
的
秩
序
、
即
ち
「
人
倫
」
が
最
高
の
価
値

で
あ
り
、
人
倫
社
会
の
法
理
念
は
「
平
和
」
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
風
土
的
自
然
法
論
を
展
開
し
た
李
恒
寧
は
、
著
書
の
第

三
編
「
現
代
法
哲
学
の
課
題
」
最
終
章
で
寸
法
効
力
論
」
を
取
り
上
げ
る
。

そ
し
て
『
論
一
語
』
を
礎
に
「
孔
子
の
効
力
論
」
を
展
開
し
て
、
「
法
の
効

北法44(4・233)911 
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力
の
根
拠
は
信
頼
で
あ
る
」
と
結
論
す
る
。
寸
法
制
定
者
の
責
任
と
法
服

従
者
の
信
頼
」
、
「
為
政
者
の
愛
民
の
情
と
民
衆
の
信
頼
」
が
調
和
す
る
と
、

自
然
に
人
々
が
遵
法
す
る
よ
う
に
な
る
、
と
結
ん
で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
李
恒
寧
に
は
『
法
哲
学
的
人
間
学
』
(
一
九
七
八
年
)
と

題
す
る
著
書
が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
李
恒
寧
は
ナ
チ
ス
統
治
下
の
{
不
条

理
な
社
会
秩
序
V

に
対
す
る
フ
ラ
ン
ス
人
の
抵
抗
運
動
を
描
い
た
実
存
哲

学
者
カ
ミ
ユ
(
〉

P
E
Z
)
の
『
反
抗
的
人
間
』
に
注
目
し
て
、
単
に

人
間
の
「
理
性
」
だ
け
で
は
自
覚
さ
れ
な
い
「
人
間
存
在
の
本
質
」
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
務
め
て
い
る
。
〈
不
条
理
か
ら
の
反
抗
}
は
、
換
言
す

れ
ば
、
人
聞
社
会
の
矛
盾
、
社
会
現
実
の
不
条
理
に
対
す
る
〈
不
信
〉
の

現
れ
で
あ
ろ
う
。
カ
ミ
ユ
の
い
う
〈
不
条
理
》
と
、
李
恒
寧
の
い
う
「
法

制
定
者
の
責
任
と
法
服
従
者
の
信
頼
」
が
調
和
し
て
い
な
い
場
合
に
生
ず

る
〈
不
信
〉
と
は
、
重
な
り
合
う
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

李
恒
寧
の
法
哲
学
に
関
し
て
、
金
哲
沫
博
士
に
よ
る
研
究
「
風
土
的
自
然

法
論
考
」
(
一
九
六
四
年
)
が
あ
る
。
金
哲
沫
博
士
は
、
こ
の
風
土
的
自

然
法
論
を
東
洋
哲
学
と
西
洋
哲
学
の
正
義
論
を
統
合
し
た
「
永
続
的
な
価

値
を
持
つ
韓
国
法
哲
学
の
里
程
表
」
と
評
価
し
て
い
る
。

資

-'-
ノ、

結
自
然
法
と
仏
法
l
1
「
金
剛
経
」
と
「
八
蔦
大
蔵
経
」

さ
て
、
「
言
語
」
分
析
を
以
て
「
民
強
論
」
を
説
き
、
法
実
証
主
義
を

批
判
す
る
黄
山
徳
と
、
『
論
語
』
の
「
民
は
信
無
け
れ
ば
立
た
ず
」
(
民
無

信
不
立
)
を
「
法
の
規
範
的
拘
束
力
」
と
す
る
李
恒
寧
に
と
っ
て
、
果
た

し
て
「
自
然
法
」
を
め
ぐ
る
宗
教
観
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
黄
山
徳
に
よ
れ
ば
、
自
然
法
は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が

示
す
よ
う
に
「
存
在
す
る
」
と
も
「
存
在
し
な
い
」
と
も
言
え
な
い
、
論

理
的
に
は
循
環
論
法
が
陥
っ
た
も
の
で
、
仏
哲
龍
樹

(ZX帥
『
』
ロ
ロ
?
の
白

5
0
1
N
日
(
)
)
の
弁
証
法
に
い
う
〈
空
〉
で
あ
る
、
と
言
う
。
し
か
し
、

そ
の
一
方
で
黄
山
徳
は
、
著
書
『
復
帰
』
(
一
九
七
五
年
)
を
著
し
、
龍

樹
の
弁
証
法
に
即
し
て
事
物
の
根
源
に
還
る
実
践
と
し
て
、
「
我
々
が
道

徳
的
な
行
為
を
行
う
と
き
、
い
か
な
る
心
の
姿
勢
を
と
る
べ
き
か
」
を
問

ぃ
、
仏
典
『
金
剛
経
』
の
一
節
を
引
き
、
人
の
心
が
道
徳
的
な
行
為
の
主

体
に
な
る
た
め
の
修
道
法
と
し
て
、
「
静
か
な
夜
に
山
堂
で
座
禅
す
る
こ

と
」
(
山
堂
静
夜
座
無
言
)
を
提
唱
し
て
い
る
。
精
綴
な
分
析
哲
学
を
駆

使
し
て
自
然
法
を
排
斥
し
た
黄
山
徳
は
、
究
極
に
お
い
て
仏
の
法
を
肯
定

す
る
に
至
っ
て
い
る
。
葉
山
徳
法
哲
学
に
お
け
る
人
間
像
に
は
、
静
か
に

座
禅
し
て
仏
法
を
会
得
し
、
真
の
民
主
主
義
を
求
め
て
独
裁
者
に
闘
い
を

挑
む
と
い
う
、
道
徳
的
行
為
の
主
体
者
が
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
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こ
れ
に
対
し
て
李
恒
寧
は
、

し
て
の
気
〉
が
あ
り
、
こ
の

風
土
的
自
然
の
根
底
に
〈
万
有
の
根
源
と

H

実
存
H

す
る
〈
気
〉
に
導
か
れ
て
、
法
が
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風
土
的
存
在
に
な
る
と
い
う
。
そ
れ
は
唯
物
論
と
唯
心
論
を
止
揚
す
る
「
唯

気
史
観
」
で
も
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て

の
風
土
的
自
然
法
は
、
我
々
の
「
東
方
世
界
」
に
お
い
て
は
、
人
間
自
然

の
秩
序
と
し
て
の
「
人
倫
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
。
同
時
に
、

李
恒
寧
は
そ
の
著
『
私
の
人
生
観
|
|
小
高
い
正
に
立
っ
て
』
(
一
九
七

八
年
)
の
中
で
、
「
社
会
正
義
と
宗
教
」
と
題
し
て
、
宗
教
的
価
値
と
し

て
か
聖
μ

を
掲
げ
、
社
会
に
お
け
る

μ

正
義
4

は
偏
に

ρ

聖
H

に
拠
つ
て

の
み
現
実
化
す
る
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
更
に
、
仏
典
『
八
高
大
蔵
経
』

を
引
き
「
我
が
国
の
情
勢
は
非
常
に
混
乱
し
て
い
る
。
我
が
国
を
正
し
、

世
界
の
人
類
が
正
道
を
歩
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
八
首
問
大
蔵
経
を
刻

む
心
を
も
っ
て
祈
祷
す
べ
き
で
あ
る
。
八
高
大
蔵
経
を
心
に
刻
み
、
こ
の

世
が
仏
国
土
に
な
る
よ
う
長
い
間
忍
ぶ
べ
き
で
あ
る
」
と
も
説
い
て
い
る
。

寸
法
の
効
力
の
根
拠
は
信
頼
で
あ
る
」
と
一
言
う
李
恒
寧
に
と
っ
て
、
八
寓

大
蔵
経
へ
の
祈
り
、
仏
へ
の
厚
い
信
頼
は
、
ま
さ
に
人
間
の
人
間
に
対
す

る
信
頼
を
表
し
、
法
制
定
者
に
対
す
る
法
服
従
者
の
信
頼
を
意
味
す
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

法
実
証
主
義
と
は
、
形
而
上
学
を
徹
底
し
て
拒
否
す
る
態
度
に
外
な
ら

な
い
。
だ
が
、
こ
れ
と
対
峠
す
る
自
然
法
論
は
、
韓
国
に
お
い
て
は
、
黄

山
徳
、
李
恒
寧
の
法
哲
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
法
と

n
礼
u

と
仏
法
が

混
沌
と
し
た
特
殊
な
自
然
法
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
自
然
法
論
は
、

法
と
道
徳
、
政
治
と
倫
理
、
そ
し
て
仏
教
と
が
分
離
さ
れ
て
い
な
い
儒
教

的
価
値
観
の
反
映
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
経
験
を

越
え
る
認
識
を
拒
否
す
る
こ
と
な
く
受
容
で
き
る
、
形
而
上
学
に
対
す
る

豊
か
な
柔
軟
性
を
持
っ
た
、
永
い
民
族
的
伝
統
に
育
ま
れ
た
固
有
の
規
範

哲
学
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
に
、
天
賦
自
然
の
人

権
の
礎
と
な
る
西
洋
的
な
自
然
法
論
と
は
全
く
異
な
っ
た
価
値
観
で
あ
る

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
は
た
し
て
、
こ
の
特
殊
な
・
自
然
法
論
を
以
て
、

内
容
よ
り
も
形
式
を
、
正
義
の
理
念
よ
り
も
法
的
安
定
性
を
、
理
想
よ
り

も
意
志
の
決
定
を
、
価
値
よ
り
も
事
実
と
権
力
を
重
視
す
る
法
実
証
主
義

の
立
場
を
批
判
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
自
然
法
論
は
、
実
定
法
の
不

法
(
悪
法
)
を
拒
否
す
る
基
準
と
し
て
、
即
ち
、
法
内
在
的
正
義
に
対
す

る
法
超
越
的
正
義
の
挑
戦
を
支
援
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
担
い
う
る

で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
韓
日
法
哲
学
の
比
較
研

究
の
重
点
課
題
で
あ
る
。

末
尾
で
は
あ
る
が
、
今
は
亡
き
黄
山
徳
博
士
に
対
し
、
そ
の
類
い
希
な

る
業
績
を
忍
び
、
多
年
に

E
る
深
い
学
思
に
感
謝
し
つ
つ
、
こ
の
拙
い
報

告
を
捧
げ
る
。
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